
船舶事故等調査報告書 

平成２１年１１月２６日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２００９門第１１６号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２１年７月１６日 ０３時２０分ごろ 

発生場所 福岡県志摩町沖 灯台瀬灯標から真方位１０５°１,７００ｍ付近 

（概位 北緯３３°３９.１′ 東経１３０°０８.２′） 

事故等調査の経過  平成２１年８月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務所）

ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 いよえーす、１９９トン 

１３０６３１、株式会社ブリジストン汽船 

Ｂ 漁船 豊 漁
ほうりょう

丸、１２トン 

   ＦＯ２－６１９１（漁船登録番号）、個人所有 

 乗組員等に関する情報 Ａ 二等航海士、四級海技士（航海） 

Ｂ 船長、一級小型船舶操縦士 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 船首部擦過傷 

Ｂ 船首部圧損 

 事故等の経過  Ａ船は、船長Ａほか３人が乗り組み、二等航海士が当直について約１０

ノット（kn）の速力で南西進中、Ｂ船は、船長ほか２人が乗り組み、船長

Ｂが当直について約１１kn の速力で北東進中、平成２１年７月１６日０３

時２０分ごろ、志摩町沖において、Ａ船船首部とＢ船船首部とが衝突した。

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南西、風力 １、視程 ４～５海里 

海象：波浪 なし 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

 Ａ船は南西進中、Ｂ船は北東進中、両船がほぼ真

向かいに行き会い、衝突するおそれがある態勢で航

行していたが、いずれも適切な見張りを行わず、針

路を右に転じなかったものと考えられる。 

 Ａ船二等航海士は、Ｂ船の舷灯に気付かなかった

ものと考えられる。 

船長Ｂは、いすに座り漁場のことを考えていて、

適切な見張りをしていなかったものと考えられる。

原因  本事故は、夜間、志摩町沖において、Ａ船が南西進中、Ｂ船が北東進中、

両船がいずれも適切な見張りを行わなかったため、両船が衝突するおそれ

がある態勢で航行していることに気付かず、両船が衝突したことにより発

生したものと考えられる。 

 




